
業務委託契約書
特定非営利活動法人在宅就労支援事業団 を委託者 と凡、』こぎ：］］二／彦羨託者 と して 、

委託者 ・ 受託者間 において 次の と お り 業務委託の契約 を締結 した。

第一条 （ 目 的）

委託者 ・ 受託者協力 の も と に 品質の 向上 と 社会への貢献及び事業の繁栄に寄与す

る こ と を 目 的 と する 。

第二条 （業務委託の内容）

委託者は受託者に業務委託及び付帯す る 作業 を発注 し 、 受託者は こ れを完成す る 。

l. 在宅 （室内 ） 作業 2. DM 、 チ ラ シ配布作業 3. 軽作業

第三条 （発注か ら 完了 ）

委託者は業務 を受託者へ発注する 際 、 発注指示書に作業内容 ・ 作業料金を 明記 し 、

受託者へ発注を行 う 。 受託者は委託者の指定する 期間 で作業を完了 さ せ、 委託者

の指定す る 期 日 に納品 し終了す る も の と する 。

第四条 （報酬）

報酬は完全出来高払 い と する 。 受託者は 、 毎月1 0 日 ま で に前月 の 出来高 に関す

る 伝票等 を添えて 、 報酬の計算書を委託者に送付する 。 委託者は毎月 末 日 を も っ

て締切 り 在宅作業の場合は翌月 末 日 、 そ の他作業の場合は翌々 月1 6 日 に受託者

の指定する 郵便局 口 座に振込む も の と す る 。

第五条 （解約）

委託者ま た は受託者は、2 ヶ 月 前 に予告する こ と に よ っ て 、 本契約 を解約する こ

と が で き る 。

第六条 （解除）

受託者が 、 本契約 の各条項の いずれかに違反 した場合、 委託者は 、 何 ら催告する

こ と な く 本契約 を解除す る こ と が でき る 。

第七条 （機密保持）

委託者 ・ 受託者は本契約 の有効期 間 中及び終了後 は 、 本契約 に基づい て相 手か ら

開 示 さ れ又 は知徳 した全て の 情報 を秘密 に保持する も の と し 、 そ の た め の万全の

措置 を講ずる も の と する 。

第八条 （期 間 ）

本契約 の期間 は1 年間 と し 、 委託者 ・ 受託者か ら 期 間満了 の2 ヶ 月 前ま で に更新

拒絶の 申 入れが な さ れな いか ぎ り 、 自 動的 に更新 さ れる も の と する 。

第九条 （ 協議）

本契約 に 定め の な い事項 、 又 は本契約 の条項の解釈 に疑義が生 じた事項について

は 、 委託者 ・ 受託者誠意 を も っ て協議 し 、 円 満解決を はかる も の と する 。

上記の と お り 、 業務委託契約 が成立 し た の で、 こ れを証す る た め本契約書を2 通作成 し 、
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